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(57)【要約】
【課題】食品、日用品、医薬品などの包装分野や電子機
器関連部材などの分野において、包装材料としての通常
の加工を施してもガスバリア性が劣化しない、特に高い
ガスバリア性が必要とされる場合に好適に用いることが
できる透明なガスバリア性積層フィルムを提供する。
【解決手段】透明なプラスチックフィルムからなる基材
層１の片面に、第１の有機層２と、第１のガスバリア層
３、更に第１のガスバリア層３上に第２の有機層４と、
第２のガスバリア層５とが順次形成されたガスバリア性
積層フィルムにおいて、前記第１の有機層２のガラス転
移点が７０℃以上１２０℃以下であり、前記第２の有機
層４のガラス転移点が５０℃以上１２０℃以下であるこ
とを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明なプラスチックフィルムからなる基材層の片面に、第１の有機層と、第１のガスバ
リア層、更に前記第１のガスバリア層上に第２の有機層と、第２のガスバリア層とが順次
形成されたガスバリア性積層フィルムにおいて、前記第１の有機層のガラス転移点が７０
℃以上１２０℃以下であり、前記第２の有機層のガラス転移点が５０℃以上１２０℃以下
であることを特徴とするガスバリア性積層フィルム。
【請求項２】
　前記第１の有機層の厚さが５０ｎｍ以上５００ｎｍ以下であり、前記第２の有機層の厚
さが５０ｎｍ以上３００ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１に記載のガスバリア性
積層フィルム。
【請求項３】
　前記第１のガスバリア層および第２のガスバリア層が、酸化珪素または酸化アルミニウ
ムまたは酸化チタニウムまたはそれらの複合物からなることを特徴とする請求項１または
２に記載のガスバリア性積層フィルム。
【請求項４】
　前記第１のガスバリア層の厚みが５ｎｍ以上２００ｎｍ以下であり、前記第２のガスバ
リア層の厚みが５ｎｍ以上１００ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１～３のいずれ
か１項に記載のガスバリア性積層フィルム。
【請求項５】
　前記第１の有機層および第２の有機層が、ポリウレタン樹脂またはポリエステル樹脂ま
たはアクリル系樹脂またはそれらの複合物からなり、ウェットコーティングで形成される
ことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載のガスバリア性積層フィルム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、食品、日用品、医薬品などの包装分野、および電子機器関連部材などの分野
において、特に高いガスバリア性が必要とされる場合に、好適に用いられる透明なガスバ
リア性積層フィルムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　食品、日用品、医薬品などの包装に用いられる包装材料や電子機器関連部材などに用い
られる包装材料は、収容物の変質を抑制して、その機能や性質を包装中においても保持で
きるようにするため、包装材料を透過する酸素、水蒸気など、収容物を変質させる気体に
よる影響を防止する必要があり、これらの気体を遮断するガスバリア性を備えていること
が求められている。
【０００３】
　通常のガスバリア性を有する包装材料としては、比較的ガスバリア性に優れている塩化
ビニリデン樹脂フィルムまたは塩化ビニリデン樹脂をコーティングしたフィルムなどがよ
く用いられてきたが、これらの包装材料は、高度なガスバリア性が要求される包装に用い
ることはできない。従って高度なガスバリア性が要求される場合には、アルミニウムなど
の金属箔をガスバリア層として積層した包装材料を用いざるを得なかった。アルミニウム
などの金属箔を積層した包装材料は、温度や湿度の影響が殆どなく、高度なガスバリア性
を有している。
【０００４】
　しかし、こうした包装材料では、
（１）それを透視して収容物を確認することができない。
（２）使用後に不燃物として廃棄処理しなければならない。
（３）収容物の検査に金属探知器が使用できない。
などの多くの欠点を有していた。
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【０００５】
　これらの欠点を克服した包装材料として、従来、透明なプラスチックフィルムからなる
基材層に、透明な酸化珪素、酸化アルミニウム、酸化マグネシウムなどの無機酸化物の蒸
着薄膜層をガスバリア層とし、その上に適宜のガスバリア性被膜層とを積層してなる積層
フィルムが知られている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００６】
　近年、地球温暖化問題に対する関心が高まるなか、太陽電池市場が急速に拡大している
。太陽電池の構造としては、太陽電池素子単体をそのままの状態で使用することはなく、
一般的に数枚から数十枚の素子を直列、並列に配線し、素子を長期間保護するためにパッ
ケージが行なわれ、ユニット化されている。このパッケージに組み込まれたユニットを太
陽電池モジュールと呼び、一般的に太陽光が当たる面をガラスで覆い、熱可塑性プラスチ
ックからなる充填材で隙間を埋め、裏面を耐熱、耐候性プラスチック材料などからなるシ
ートで保護された構成になっている。
【０００７】
　また、この太陽電池モジュールをフレキシブル化させるべく開発も行なわれており、こ
れを達成するためには太陽光が当たる表面のガラス基板もプラスチック材料などからなる
シートに置き換える必要がある。太陽電池モジュールは屋外で利用されるため、太陽電池
表面保護シートには透明性の他、十分な耐久性や耐候性が要求される。表面保護シートの
耐久性を評価する手法として、加速試験が挙げられる。加速試験とは、太陽電池モジュー
ルが屋外で高温・高湿度に長期間曝されたときの、表面保護シートの性質の変化を短時間
で評価するための手法で、プレッシャークッカー試験（ＰＣＴ）などが知られている。
【０００８】
　また近年、次世代のＦＰＤ（Flat Panel Display）として期待される電子ペーパー、有
機ＥＬなどの開発が進むなかで、これらＦＰＤのフレキシブル化を達成するため、ガラス
基板をプラスチックフィルムに置き換えたいという要求が高まっている。
【０００９】
　ガラス基板は環境由来の酸素や水蒸気による内部素子の劣化を抑制するため必要とされ
るガスバリア性が備わっている。しかし、上述した包装材料用のガスバリアフィルムはそ
のバリアレベルには達しておらず、プラスチックフィルムが適用され得る電子ペーパー、
有機ＥＬなどでは、食品包材用バリアフィルムの１００倍から１万倍のガスバリア性が必
要とも言われている。
【００１０】
　このような高いガスバリア性を有するプラスチックフィルムを実現するために、電子ビ
ーム蒸着や誘導加熱蒸着を用いた反応性蒸着法、スパッタリング法、プラズマ化学蒸着（
ＣＶＤ）法などのドライコーティング法により成膜された無機酸化物薄膜は、高いガスバ
リア性の発現が期待できるものとして検討されている。
【００１１】
　しかしながら、上記ドライコーティング法を用いたとしても、高いガスバリア性を目指
すために緻密な膜を得ようとすると、高温プロセスが必要であったり、緻密であるために
膜中の応力が大きくなる傾向がある。そのため、プラスチックフィルムの使用可能な温度
範囲では緻密な膜を得ることが困難であったり、プラスチックフィルムと無機酸化物薄膜
との熱膨張係数の差が大きいため密着不良やクラックが発生したりする問題が生じ、高い
ガスバリア性の発現は容易ではない。
【００１２】
　その中で、有機シラン化合物を用いたプラズマＣＶＤ法による酸化珪素薄膜は、高いガ
スバリア性を発現するバリア層として検討されており、食品包装分野では実用化されてい
る。また、従来、炭素濃度および酸化珪素薄膜の組成を制御することで、密着性と透明性
を改善する透明バリア性フィルムが考えられている（例えば、特許文献２参照。）。しか
し、この透明バリア性フィルムは、水蒸気バリア性が若干劣るという問題があり、高いガ
スバリア性を必要とする電子ペーパーやＬＣＤ、有機ＥＬなどのＦＰＤ向けとしては、ガ
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スバリア性が不十分である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開平７－１６４５９１号公報
【特許文献２】特開平１１－３２２９８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　上記特許文献１に記載された積層フィルムは、印刷、ラミネート、製袋などの、包装材
料としての通常の加工を施したときに、水蒸気透過度などのガスバリア性が劣化してしま
うという欠点がある。
【００１５】
　本発明は上記の課題を解決するためになされたもので、その目的は、食品、日用品、医
薬品などの包装分野や電子機器関連部材などの分野において、包装材料としての通常の加
工を施してもガスバリア性が劣化しない、特に高いガスバリア性が必要とされる場合に好
適に用いることができる透明なガスバリア性積層フィルムを提供することにある。特に、
上述した太陽電池モジュールの表面保護シート、電子ペーパーやＬＣＤ、有機ＥＬなどの
ＦＰＤ向けとして、耐久性およびガスバリア性が不十分である問題を解決するものであり
、水蒸気バリア性および耐久性に優れた透明なガスバリア性積層フィルムを提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記の課題を解決するための手段として、請求項１に記載の発明においては、透明なプ
ラスチックフィルムからなる基材層の片面に、第１の有機層と、第１のガスバリア層、更
にガスバリア層上に第２の有機層と第２のガスバリア層とを順次形成することにより、単
層のガスバリア層における微小な欠陥を補完し、上述した太陽電池モジュールの表面保護
シートやＦＰＤ用途にも適合し得る高度なガスバリア性を有するガスバリア性積層フィル
ムを得たものである。
【００１７】
　請求項１に記載の発明は、透明なプラスチックフィルムからなる基材層の片面に、第１
の有機層と、第１のガスバリア層、更に前記第１のガスバリア層上に第２の有機層と、第
２のガスバリア層とが順次形成されたガスバリア性積層フィルムにおいて、前記第１の有
機層のガラス転移点が７０℃以上１２０℃以下であり、前記第２の有機層のガラス転移点
が５０℃以上１２０℃以下であることを特徴とするガスバリア性積層フィルムである。
【００１８】
　請求項２に記載の発明は、前記第１の有機層の厚さが５０ｎｍ以上５００ｎｍであり、
前記第２の有機層の厚さが５０ｎｍ以上３００ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１
に記載のガスバリア性積層フィルムである。
【００１９】
　請求項３に記載の発明は、前記第１のガスバリア層および第２のガスバリア層が、酸化
珪素または酸化アルミニウムまたは酸化チタニウムまたはそれらの複合物からなることを
特徴とする請求項１または２に記載のガスバリア性積層フィルムである。
【００２０】
　請求項４に記載の発明は、前記第１のガスバリア層の厚みが５ｎｍ以上２００ｎｍであ
り、前記第２のガスバリア層の厚みが５ｎｍ以上１００ｎｍであることを特徴とする請求
項１～３のいずれか１項に記載のガスバリア性積層フィルムである。
【００２１】
　請求項５に記載の発明は、前記第１の有機層および第２の有機層が、ポリウレタン樹脂
またはポリエステル樹脂またはアクリル系樹脂またはそれらの複合物からなり、ウェット
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コーティングで形成されることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載のガスバ
リア性積層フィルムである。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、食品、日用品、医薬品などの包装分野や、電子機器関連部材などの分
野において、包装材料としての通常の加工を施してもガスバリア性が劣化せず、また包装
材料を透視して収容物を確認することができ、また、太陽電池やＦＰＤ向けとして特に高
いガスバリア性が必要とされる場合に好適に用いることができる透明なガスバリア性積層
フィルムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の一実施形態に係るガスバリア性積層フィルムの一例を示す概略断面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明のガスバリア性積層フィルムを実施するための最良の形態を、図面に沿っ
て説明する。図１は、本発明のガスバリア性積層フィルムの一例を示す概略断面図である
。基材層１上に、第１の有機層２と、第１のガスバリア層３と、第２の有機層４と、第２
のガスバリア層５と、が順次積層されている。本発明のガスバリア性積層フィルムにおい
て、基材層１は透明なプラスチックフィルムからなっている。透明なプラスチックフィル
ムとしては、例えば、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレー
ト（ＰＥＮ）などのポリエステルフィルム、ポリエチレン、ポリプロピレンなどのポリオ
レフィンフィルム、ポリエーテルスルフォン（ＰＥＳ）、ポリスチレンフィルム、ポリア
ミドフィルム、ポリ塩化ビニルフィルム、ポリカーボネートフィルム、ポリアクリルニト
リルフィルム、ポリイミドフィルム、ポリ乳酸などの生分解性プラスチックフィルム、な
どが用いられる。
【００２５】
　これらの透明なプラスチックフィルムは、延伸、未延伸のどちらでもよいが、機械的強
度や寸法安定性などが優れたものが好ましい。特に、耐熱性や寸法安定性などの面から、
包装材料には二軸方向に延伸したポリエチレンテレフタレートが好ましく用いられており
、更に高度な耐熱性や寸法安定性が求められるＬＣＤや有機ＥＬなどのＦＰＤ向けにはポ
リエチレンナフタレートやポリエーテルスルフォン、ポリカーボネートなどが好ましく用
いられている。また、透明なプラスチックフィルムは、帯電防止剤、紫外線防止剤、可塑
剤、滑剤等などの添加剤を含有してもよい。更に、透明なプラスチックフィルムにおいて
、他の層を積層する側の表面には、密着性をよくするために、コロナ処理、低温プラズマ
処理、イオンボンバード処理、薬品処理、溶剤処理などを施してもよい。
【００２６】
　これらの透明なプラスチックフィルムからなる基材層１の厚さは、特に制限を受けるも
のではないが、包装材料としての適性や他の層を積層する場合の加工適性などを考慮する
と、実用的には３μｍ以上２００μｍ以下の範囲、特に６μｍ以上３０μｍ以下の範囲で
あることが好ましく、太陽電池、電子ペーパーや有機ＥＬなどのＦＰＤ向けとしては、加
工適正などを考慮すると、実用的には２５μｍ以上２００μｍ以下の範囲であることが好
ましい。
【００２７】
　本発明のガスバリア性積層フィルムにおいて、第１の有機層２は基材層１上に形成され
るものであり、基材層１の表面を平滑化することにより、第１の有機層２上に形成する第
１のガスバリア層３が優れたガスバリア性を発現するものである。また第２の有機層４は
第１のガスバリア層３上に形成されるものであり、ガスバリア層３の表面を平滑化し更に
微小な欠陥を補完することにより、有機層４上に形成する第２のガスバリア層５が優れた
ガスバリア性を発現するものである。
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【００２８】
　プラスチックフィルム上に、有機層とガスバリア層を複数積層した場合、積層加工中の
熱や応力により、有機層やガスバリア層にクラックが生じ、ガスバリア性やガスバリアフ
ィルムの透明性が低下するという問題が生じる恐れがある。
【００２９】
　ガラス転移点（Ｔｇ）が小さい有機層上にガスバリア層を形成した場合、積層加工中の
熱や応力により有機層が変形し平滑性が失われ、均一なガスバリア層が形成できないため
、優れたガスバリア性が発現しない。またガラス転移点（Ｔｇ）が大きい有機層上にガス
バリア層を形成した場合、積層加工中の熱や応力によりクラックが発生しやすく、ガスバ
リア層との密着が悪くなるためにガスバリア性が低下する。基材層１の表面を平滑化し、
第１のガスバリア層３を加工する際の熱や応力によるクラックを抑制する効果を最大限に
得るために、第１の有機層２のガラス転移点（Ｔｇ）は７０℃以上１２０℃以下であるこ
とが好ましい。また、第１のガスバリア層３の表面を平滑化し、第２のガスバリア層５を
加工する際の熱や応力によるクラックを抑制する効果を最大限に得るために、第２の有機
層４のガラス転移点（Ｔｇ）は５０℃以上１２０℃以下であることが好ましい。第１の有
機層２および第２の有機層４のガラス転移点（Ｔｇ）を上記の範囲に調整するため、Ｔｇ
が高い樹脂と低い樹脂を混合したり、フィラーなどの添加物を用いたり、後述する樹脂主
剤と樹脂硬化剤の配合比を調整する、あるいは反応性官能基を多く持つ樹脂主剤を用いる
ことが有効である。上述のガラス転移点（Ｔｇ）は、例えば示差走査熱量測定装置（ＤＳ
Ｃ）や熱機械分析装置（ＴＭＡ）を用いて測定することができる。
【００３０】
　第１の有機層２の膜厚は、５０ｎｍ以上５００ｎｍ以下であることが好ましい。膜厚が
５０ｎｍ未満であると、均一な膜形成が困難であり、基材層１の表面を十分に平滑化でき
ないため、後に形成する第１のガスバリア層３のガスバリア性や密着性が低下する恐れが
ある。また５００ｎｍを超えるとガスバリア性積層フィルムの光学特性を制御することが
困難となる他、第１の有機層２の硬化収縮などにより、ガスバリア性積層フィルムが屈曲
する可能性がある。
【００３１】
　第２の有機層４の膜厚は、５０ｎｍ以上３００ｎｍ以下であることが好ましい。膜厚が
５０ｎｍ未満であると、均一な膜形成が困難であり、第１のガスバリア層３の表面を十分
に平滑化できないため、後に形成する第２のガスバリア層５のガスバリア性や密着性が低
下する恐れがある。また３００ｎｍを超えるとガスバリア性積層フィルムの光学特性を制
御することが困難となる他、第２の有機層４の硬化収縮などにより、下層である第１のガ
スバリア層３にクラックや剥離が生じる可能性がある。
【００３２】
　第１の有機層２または第２の有機層４には、ポリウレタン樹脂またはポリエステル樹脂
またはアクリル系樹脂またはそれらの複合物を用いると、基材層またはガスバリア層との
密着が良好で、高い光学特性の膜を得ることができる。また形成方法としては主剤である
樹脂および硬化剤を適宜溶媒に分散し、ウェットコーティング法で有機層のコーティング
膜を形成する方法が経済的である。主剤と硬化剤を溶媒に分散させる際に、シランカップ
リング剤などの添加物を加えても構わない。ウェットコーティング法としては周知のコー
ティング方法、例えばディッピング法、ロールコート法、グラビアコート法、エアナイフ
コート法、コンマコート法などを用いることができ、基材層１または第１のガスバリア層
３の表面にコーティングし、その後溶媒などを除去し、コーティング膜を乾燥・硬化させ
ることで第１の有機層２または第２の有機層４を形成することができる。
【００３３】
　本発明のガスバリア性積層フィルムにおいて、第１のガスバリア層および第２のガスバ
リア層は、光学特性やガスバリア性、耐久性が良好な酸化珪素または酸化アルミニウムま
たは酸化チタニウムまたはそれらの複合物で形成されることが好ましい。
【００３４】
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　第１のガスバリア層３の膜厚は、５ｎｍ以上２００ｎｍ以下であることが好ましい。膜
厚が５ｎｍ未満であるとガスバリア材としての機能を十分に果たすことができず、また２
００ｎｍを超えるとガスバリア性積層フィルムの光学特性を制御することが困難となる他
、積層加工中の熱や応力により、下層である第１の有機層２との密着が悪化する可能性が
ある。
【００３５】
　第２のガスバリア層５の膜厚は、５ｎｍ以上１００ｎｍ以下であることが好ましい。膜
厚が５ｎｍ未満であると、ガスバリア性積層フィルムとして高いバリア性を発現させるこ
とができず、また１００ｎｍを超えるとガスバリア積層フィルムの光学特性を制御するこ
とが困難となる他、積層加工中の熱や応力により下層である第２の有機層４、第１のガス
バリア層３、第１の有機層２にクラックが生じたり、層間剥離する可能性がある。
【００３６】
　第１のガスバリア層３および第２のガスバリア層５の形成方法は特に限定されるもので
はないが、最低限の膜厚でガスバリア性を発現し、良好な光学特性を得るためにはプラズ
マ化学蒸着（ＣＶＤ）法などが好ましく、巻取り式の真空成膜装置を用いると大面積に連
続してガスバリア層を形成することができる。
【００３７】
　以下、本発明に係るガスバリア性積層フィルムについて、実施例および比較例により更
に説明するが、本発明は下記例に制限されるものではない。
【実施例】
【００３８】
　以下、本発明を実施例および比較例により更に説明するが、本発明は下記例に制限され
るものではない。
【００３９】
　＜実施例１＞
　基材層１として、厚さ５０μｍのポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルムを用
意した。基材層１上に、アクリルポリオール（１４０ＫＯＨｍｇ／ｇ）とヘキサメチレン
ジイソシアネートを１当量になるように混合した液をグラビアコート法によりコーティン
グし、乾燥・硬化させ厚さ１００ｎｍの第１の有機層２を形成した。このとき、有機層２
のガラス転移点（Ｔｇ）は８０℃であった。続いて第１の有機層２上にプラズマＣＶＤ法
を用い、ヘキサメチルジシロキサン（ＨＭＤＳＯ）／酸素＝１０／１００ｓｃｃｍの混合
ガスを電極間に導入し、電力を０．５ｋＷ印加してプラズマ化し、ＳｉＯｘ（ｘ＝１．８
）で表される厚さ３０ｎｍの第１のガスバリア層３を積層した。次にガスバリア層３上に
、第１の有機層２と同様にして厚さ１００ｎｍの第２の有機層４を形成した。最後に、第
２の有機層４上に第１のガスバリア層３と同様にして厚さ３０ｎｍの第２のガスバリア層
５を形成した。こうして、実施例１のガスバリア性積層フィルムを作製した。
【００４０】
　なお、第１の有機層２および第２の有機層４のガラス転移点（Ｔｇ）は、日立ハイテク
サイエンス製ＥＸＳＴＡＲ　ＴＭＡ／ＳＳ６１００を用い、基材層であるポリエチレンテ
レフタレートのＴｇを測定した後、基材層上に有機層を塗布したサンプルのＴｇを測定し
、基材層のＴｇを差し引くことで有機層のＴｇを算出した。測定プローブは引張を用い、
昇温速度は５℃／ｍｉｎとした。
【００４１】
　＜実施例２＞
　基材層１として、厚さ５０μｍのポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルムを用
意した。基材層１上に、アクリルポリオール（１４０ＫＯＨｍｇ／ｇ）とヘキサメチレン
ジイソシアネートを１当量になるように混合した液をグラビアコート法によりコーティン
グし、乾燥・硬化させ厚さ２５０ｎｍの第１の有機層２を形成した。続いて有機層２上に
、実施例１と同様にして厚さ３０ｎｍの第１のガスバリア層３を積層した。次にガスバリ
ア層３上に、第１の有機層２と同様にして厚さ２５０ｎｍの第２の有機層４を形成した。
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最後に、第２の有機層４上に実施例１と同様にして厚さ３０ｎｍの第２のガスバリア層５
を形成した。こうして、実施例２のガスバリア性積層フィルムを作製した。
【００４２】
　＜実施例３＞
　基材層１として、厚さ５０μｍのポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルムを用
意した。基材層１上に、実施例１と同様にして厚さ１００ｎｍの第１の有機層２を形成し
た。続いて有機層２上に実施例１と同様にして厚さ１００ｎｍの第１のガスバリア層３を
積層した。次にガスバリア層３上に、第１の有機層２と同様にして厚さ１００ｎｍの第２
の有機層４を形成した。最後に、第２の有機層４上に実施例１と同様にして厚さ１００ｎ
ｍの第２のガスバリア層５を形成した。こうして、実施例３のガスバリア性積層フィルム
を作製した。
【００４３】
　＜比較例１＞
　基材層１として、厚さ５０μｍのポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルムを用
意した。基材層１上にアクリルポリオール（３０ＫＯＨｍｇ／ｇ）とヘキサメチレンジイ
ソシアネートを０．４当量になるように混合した液をグラビアコート法によりコーティン
グし、乾燥・硬化させ厚さ１００ｎｍの第１の有機層２を形成した。このとき、有機層２
のガラス転移点（Ｔｇ）は５０℃であった。続いて第１の有機層２上に実施例１と同様に
して、厚さ３０ｎｍの第１のガスバリア層３を積層した。次にガスバリア層３上に、第１
の有機層２と同様にして厚さ１００ｎｍの第２の有機層４を形成した。最後に、第２の有
機層４上に実施例１と同様にして、厚さ３０ｎｍの第２のガスバリア層５を積層した。こ
うして、比較例１のガスバリア性積層フィルムを作製した。
【００４４】
　＜比較例２＞
　基材層１として、厚さ５０μｍのポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルムを用
意した。基材層１上にアクリルポリオール（２００ＫＯＨｍｇ／ｇ）とヘキサメチレンジ
イソシアネートを２当量になるように混合した液をグラビアコート法によりコーティング
し、乾燥・硬化させ厚さ１００ｎｍの第１の有機層２を形成した。このとき、有機層２の
ガラス転移点（Ｔｇ）は１５０℃であった。続いて第１の有機層２上に実施例１と同様に
して、厚さ３０ｎｍの第１のガスバリア層３を積層した。次にガスバリア層３上に、第１
の有機層２と同様にして厚さ１００ｎｍの第２の有機層４を形成した。最後に、第２の有
機層４上に実施例１と同様にして、厚さ３０ｎｍの第２のガスバリア層５を積層した。こ
うして、比較例２のガスバリア性積層フィルムを作製した。
【００４５】
　＜比較例３＞
　基材層１として、厚さ５０μｍのポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルムを用
意した。基材層１上に実施例１と同様にして厚さ８００ｎｍの第１の有機層２を形成した
。続いて有機層２上に実施例１と同様にして、厚さ３０ｎｍの第１のガスバリア層３を積
層した。次にガスバリア層３上に、第１の有機層２と同様にして厚さ５００ｎｍの第２の
有機層４を形成した。最後に、第２の有機層４上に実施例１と同様にして、厚さ３０ｎｍ
の第２のガスバリア層５を積層した。こうして、比較例３のガスバリア性積層フィルムを
作製した。
【００４６】
　＜比較例４＞
　基材層１として、厚さ５０μｍのポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルムを用
意した。基材層１上に実施例１と同様にして厚さ１００ｎｍの第１の有機層２を形成した
。続いて有機層２上に実施例１と同様にして厚さ４００ｎｍの第１のガスバリア層３を積
層した。次にガスバリア層３上に、第１の有機層２と同様にして厚さ１００ｎｍの第２の
有機層４を形成した。最後に、第２の有機層４上に実施例１と同様にして、厚さ５００ｎ
ｍの第２のガスバリア層５を積層した。こうして、比較例４のガスバリア性積層フィルム
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【００４７】
　＜比較評価＞
　実施例１、２、３および比較例１、２、３、４のガスバリア性積層フィルムについて、
モダンコントロール社製の水蒸気透過率計（ＭＯＣＯＮ　ＡＱＵＡＴＲＡＮ）により、４
０℃－９０％ＲＨ雰囲気下での水蒸気透過率（ｇ／ｍ２／２４ｈ）を測定した。この測定
結果を表１に示す。
【００４８】
【表１】

【００４９】
　実施例１、２のガスバリア性積層フィルムは、低い水蒸気透過率であり、ガスバリア層
の厚い実施例３については、特に水蒸気透過率が低かった。一方、比較例１および比較例
２のガスバリア性積層フィルムは、実施例１～３ほどの低い水蒸気透過率ではなく、比較
例１に関しては基材層１または第１のガスバリア層３表面の平滑化が十分ではなく、ガス
バリア層のガスバリア性が発現しなかったと考えられる。また比較例２に関しては、有機
層にクラックが確認されており、ガスバリア層との密着が悪化したために水蒸気透過率が
高くなったと考えられる。比較例３に関しては、有機層が厚いために応力によってガスバ
リア層に微小なクラックが生じ、ガスバリア性が発現しなかったと推測される。比較例４
に関しては、ガスバリア性は良好だが、有機層にクラックが確認され、またガスバリア性
積層フィルムの黄色味も他に比べて大きかった。
【００５０】
　なお、本発明は、上記実施の形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではそ
の要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できるものである。
【符号の説明】
【００５１】
　１…基材層、２…第１の有機層、３…第１のガスバリア層、４…第２の有機層、５…第
２のガスバリア層。
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